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試験が中止、延期になる可能性もありますので、受験前には必ず岡山県保健医療部医薬
安全課のホームページをご確認ください。（https://www.pref.okayama.jp/soshiki/38/） 
 

新型コロナウイルス感染症など（学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症）

に罹患し治癒していない方や、発熱等の症状があり、新型コロナウイルスの感染が疑われる

方は、他の受験者への感染のおそれがあるため、当日の受験を控えていただくようお願いし

ます。 

岡 山 県 

 

 
令和５年度登録販売者試験受験要領 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 試験の日時、会場等 
  １ 試験の日時 

試験日 時 間 試験項目等 

令和５年 

１０月１７日（火） 

 

開場 ９時 

着席  ９時３０分 

 

 

試験（午前の部） 

１０時 ～ １２時 

○医薬品に共通する特性と基本的な知識（20問） 

○人体の働きと医薬品（20問） 

○薬事に関する法規と制度（20問） 

試験（午後の部） 

１３時３０分 

～ １５時３０分 

○主な医薬品とその作用（40問） 

○医薬品の適正使用と安全対策（20問） 

 

  ２ 試験会場 

   ジップアリーナ岡山（岡山市北区いずみ町２丁目１番３号 岡山県総合グラウンド体育館） 

   ※ 受験者数が予定する試験会場の定員を超えた場合には、別に指定する試験会場に変更又

は試験会場を追加しますので、受験票で試験会場を確認してください。 

 

    【会場付近略図】                            【交通アクセス】 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○JR岡山駅運動公園口（西口）から 

徒歩約20分、バス約10分 

※岡電バス 岡山理科大学行「スポ 

ーツセンター前」で下車 

 

○JR岡山駅後楽園口（東口）からバ 

ス約15分 

※岡電・中鉄バス共同運行津高台 

団地行、国立病院行、免許セン 

ター行（ノンストップは停車し 

ません）「スポーツセンター前」 

で下車 

※ 自家用車での来場は禁止します。公共交通機関を利用してください。 

   

 ３ 試験実施方法 

      マークシート方式による筆記試験 

 

https://www.pref.okayama.jp/soshiki/38/
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Ⅱ 受験申請 

  １ 受付期間 

      令和５年７月１０日（月）から令和５年７月２４日（月）（土日祝日を除く。）まで 

８時３０分から１７時まで 

 

２ 提出書類 

     ①の所定の欄に②及び③をはがれないようしっかりと糊付けすること。 

   ※ 提出書類に不備等がある場合は、受験ができないことがあります。 

① 受験申請書 

１部 
Ａ４サイズ 

② 写真 

１枚 
・おおむね縦４．５ｃｍ×横３．５ｃｍで明瞭なもの 

・提出前６か月以内に撮影した正面、脱帽、上半身像のもの 

・カラー、白黒どちらでも可 

・裏面に氏名及び生年月日を記入すること 

③ 岡山県収入証紙 

１５，０００円分 

  (受験手数料） 

・岡山県収入証紙は、県管轄の各保健所内（食品衛生協会）で購入 

することができます。 

・その他の購入場所については下記ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.okayama.jp/page/detail-17760.html 

・受験手数料を岡山県収入証紙以外（収入印紙、他都道府県の収入 

証紙、現金、普通為替等）で納付された場合は、受付できません。 

・郵送で購入する場合は、下記の購入方法をご覧ください。 

・一度納付された受験手数料は返還しません。 

 台風等により、公共交通機関が不通となった場合でも、当試験が実 

施される限り、受験手数料は返還しません。 

・過不足のないようにしてください。 
 

○郵送での岡山県収入証紙の購入方法 

  ① 連絡先と「岡山県収入証紙１５，０００円」と記入したメモ 

   ② 現金１５，０００円 

   ③  ４０４円分の切手（簡易書留料金）を貼った返信用封筒（購入者 

の住所・氏名を記入したもの） 

    以上３点を次のあて先まで現金書留で郵送してください。 

  

【郵送先及び証紙購入に関する問い合わせ先】 

   〒700-8570 岡山市北区内山下２丁目４番６号 

         岡山県庁内物資部 （電話086-224-1123） 

    ※ 物資部では受験申請書の受付はできません。 

 

３  提出先及び問い合わせ先 
(１)県内在住の方 

      次に掲げる最寄りの各保健所へ直接持参してください。（郵送不可） 

名称 所在地 電話番号 

岡山県備前保健所 衛生課 岡山市中区古京町1-1-17 086-272-4038 

岡山県備中保健所 衛生課 倉敷市羽島1083 086-434-7027 

岡山県備北保健所 備北衛生課 高梁市落合町近似286-1 0866-21-2838 

岡山県真庭保健所 真庭衛生課 真庭市勝山591 0867-44-2918 

岡山県美作保健所 衛生課 津山市椿高下114 0868-23-0133 

※ 岡山市保健所、倉敷市保健所では受付を行っていません。 
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(２)県外在住の方 

   次の提出先へ直接持参するか、郵送により提出してください。 

     郵送による場合は、封筒の表に「登録販売者試験受験申請書在中」と朱書きし、簡易書留   

で送付してください。（令和５年７月２４日（月）の消印まで有効） 

    【県外在住者の提出先及び問い合わせ先】 

    〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目４番６号 

          岡山県保健医療部医薬安全課（電話 086-226-7340） 

※受験申請書が届いているどうかの問い合わせには応じられません。郵送手続きの際に郵便局 

 から交付される書留番号(お問い合わせ番号)等で郵便局にご確認ください。 

 

４ その他 

（１） 身体に障害があり、受験に伴う配慮を希望する場合は、受験申請時に申し出てください。 

（２） 受験申請後、氏名、住所等に変更があった場合には、岡山県保健医療部医薬安全課（電 

話 086-226-7340）までご連絡ください。また、必ず郵便物の転送手続きを行ってください。 

（３） 受験申請後受験しなくなった場合、連絡は不要ですが、受験手数料は返還しません。 

 

Ⅲ 受験票の交付 

   受験票は、試験２週間前までに、受験申請書に記載されている現住所あてに郵送します。 

決定した試験会場が記載されていますので、よく確認し、受験してください。 

   ※ 受験票が試験日の２週間前になっても届かない場合、記載事項に誤りがあった場合は、     

岡山県保健医療部医薬安全課（電話 086-226-7340）までご連絡ください。 

   ※ 受験票の氏名等の文字は、電算処理可能な文字（JIS 第一・第二水準）としますのでご

了承ください。 

     

Ⅳ 合格発表 

   令和５年１１月２８日（火）１０時 

       合格者の受験番号を岡山県庁北側公示板及び各保健所において掲示するほか、岡山県保健

医療部医薬安全課のホームページ（https://www.pref.okayama.jp/soshiki/38/）にも掲載し

ます。  

       合格者には合格証を後日郵送します。不合格者には通知しません。 

    ※ 電話による問い合わせには応じられません。 

    ※ 県では、有料による合否通知の勧誘は行っていませんので、ご注意ください。 

    ※ 合格証の氏名等の文字は、電算処理可能な文字（JIS 第一・第二水準）としますので

ご了承ください。 

 

Ⅴ 試験結果の開示 

      希望者には、当試験の総得点及び科目別得点を口頭により開示します。 

     期間：令和５年１１月２８日（火）から令和５年１２月２８日（木）（土日祝日を除く。）

までの８時３０分から１７時１５分まで 

ただし、初日は１０時から 

 場所：岡山県保健医療部医薬安全課（県庁５階） 

    岡山市北区内山下２丁目４番６号 

   ※ 試験結果は、本人のみに開示します。必ず受験票及び運転免許証、旅券等本人であるこ

とを確認できる書類を持参してください。 

   ※ 電話による問い合わせには応じられません。 

 
Ⅵ 合格の取り消し等 

     受験申請にあたって虚偽又は不正があった場合及び受験中の不正行為が判明した場合は、登

録販売者試験の受験は無効とします。 

     また、合格証の交付後、これらのことが判明した場合は、合格を取り消します。 
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Ⅶ 受験日における注意事項 

１ 持ち物 

 （１）受験票 

 （２）筆記用具（Ｂ又はＨＢの黒鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム）※貸出はしない 

 （３）腕時計（携帯電話等の通信機器の時計は不可） 

 （４）昼食（試験会場周辺の飲食店は混雑が予想されます。ゴミは持ち帰ること。） 

２ その他 

 （１）試験会場は９時開場です。受験者は９時３０分までに着席してください。  

 （２）遅刻者の入室は、試験開始時刻から６０分までとし、それより後は入室できません。 

 （３）途中退室は、午後の部に限り、試験開始後９０分経過した時点から認めます。 

 （４）受験票・筆記用具・腕時計以外のものは、机の上に置かないでください。 

 （５）試験中は、すべての飲食を禁止します。 

 （６）試験会場では、呼び出しの電話は一切受け付けません。また、試験中は携帯電話等の 

    通信機器の使用を禁止します。それらの使用を発見したときは不正行為とみなします。 

 （７）試験会場内では、指定された場所以外での喫煙を禁止します。 

 （８）試験監督員の指示事項は、必ず守ってください。 

（９）受験に際して不正行為を行った者及び試験会場内の秩序を乱す者に対しては、退場を命 

じるとともに、採点を除外する場合があります。 

（10）咳などの症状のある方には、マスクの着用をお願いすることがあります。 

（11）試験会場は換気のため、試験中も適宜、窓やドアを開けます。室温の変化に対応できる

よう、服装には注意してください。 

 

【受験申請書記入例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


